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１．目的 

新規高等学校卒業予定者等の就職活動の支援や適切な就職の機会を確保するため、関

係機関相互の連携を図るとともに、高等学校と公共職業安定機関が連携しやすい体制を

確立し、新規高等学校卒業予定者等の職業紹介業務を円滑に推進することを目的とする。 

２．会議の構成 

  検討会議は、次により構成する。 

・経済団体、事業主団体 

・香川県教育委員会 

・高等学校 

・香川県 

・香川労働局 

・公共職業安定所 

・その他 

３．会議の内容 

検討会議は、関係機関が共通の認識を持ち、新卒者等の就職支援を円滑に進めるため、

次に掲げる事項について、検討・協議を行う。 

(1)新卒者等の円滑な労働力需給調整を図るための施策の検討及び協議 

  ①応募・推薦等に係る申合せ・確認のあり方について 

  ②就職支援事業について 

③その他 

(2)職業指導及び職業意識形成支援事業について 

(3)高等学校と公共職業安定所の連携体制の確立について 

(4)その他 

４．専門部会の設置 

(1)検討会議は、専門部会を設けることができる。 

(2)専門部会は、上記目的を達成するため、必要に応じて事業及び調査研究等を実施する。 

(3)専門部会の構成は別途定める。 

５．会議の開催 

検討会議は、年１回開催する。ただし、専門部会において必要と認める場合は、随時

開催することができる。 

６．事務局 

検討会議の事務局は香川労働局職業安定部に設置する。 

 附 則 

平成 14 年 4 月 1 日 施行 

平成 16 年 3 月 5 日 改正 

 


